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議案第１ ５ 号 

   川越市公民館処務規程等の一部を 改正する 規程を 定める こ と につい

て  

 

１  制定改廃の必要性（ 趣旨又は目的）  

  市長部局におけ る 、 休暇等の専決権者の見直し に伴い、 関係規程を 改

正する も のです。  

 

２  制定改廃の概要 

  所属長が 専決する こ と ができ る 休暇等の範囲を 拡大する と と も に、 そ

の他所要の規定の整備を し よ う と する も のです。  

 

３  効果 

  所属長によ る 効果的な マネジ メ ン ト を 推進する こ と ができ ま す。  

 

４  施行日について  

  こ の規程は、 令和７ 年７ 月１ 日から 施行し よ う と する も のです。  
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   川越市公民館処務規程等の一部を 改正する 規程 

 （ 川越市公民館処務規程の一部改正）  

第１ 条 川越市公民館処務規程（ 昭和４ ５ 年教育委員会規程第１ 号） の一

部を 次のよ う に改正する 。  

 第４ 条の表館長共通専決事項の部中７ の項を ８ の項と し 、 同部６ の項中

「 第８ 号及び第１ １ 号に規定する 休暇に限る 。） 及び欠勤」 を「 第３ 号に規

定する 休暇を 除く 。）及び職務専念義務の免除」に改め、同項を ７ の項と し 、

同部中５ の項の次に次の１ 項を 加え る 。  

 ⑹ 所属職員の病気休暇（ 病気休暇届に診断書の添付を 要し な いも の及

び病気休暇届に添付する 診断書の内容に 応じ て 通院を 要する も のに限

る 。） に関する こ と 。  

 第４ 条の表中央公民館長専決事項の 部中１ の項及び２ の項を 削り 、 同部

中３ の 項を ２ の項と し 、 同部中４ の項を ３ の項と し 、 同部に１ の項と し て

次の１ 項を 加え る 。  

 ⑴ 川越市教育委員会事務局処務規程（ 平成元年教育委員会規程第２ 号）

第３ 条に規定する 課長共通専決事項に関する こ と 。  

 （ 川越市立図書館処務規程の一部改正）  

第２ 条 川越市立図書館処務規程（ 昭和５ ９ 年教育委員会規程第２ 号） の

一部を 次のよ う に改正する 。  

 第４ 条第３ 項第５ 号中「 年次有給休暇、」 の次に「 病気休暇（ 病気休暇届

に診断書の添付を 要し な いも の及び病気休暇届に添付する 診断書の内容に

応じ て 通院を 要する も のに限る 。）、」 を 加え 、「 第８ 号及び第１ １ 号に規定

する 休暇に限る 。） 及び欠勤」 を 「 第３ 号に規定する 休暇を 除く 。） 及び職

務専念義務の免除」 に改める 。  

 （ 川越市教育委員会事務局処務規程の一部改正）  

第３ 条 川越市教育委員会事務局処務規程（ 平成元年教育委員会規程第２

号） の一部を 次のよ う に改正する 。  

 第３ 条の表部長共通専決事項の部９ の項中「 副課長以下の職員」 の次に
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「（ 各公民館（ 中央公民館、 南公民館、 北公民館、 高階南公民館、 大東南公

民館、 霞ケ 関西公民館、 伊勢原公民館に限る 。）、 各図書館、 博物館、 各給

食セン タ ー、 市立川越高等学校（ 教諭を 除く 。） 及び教育セン タ ーに属する

職員を 含む。 以下こ の部及び次部において 同じ 。） を 加え 、 １ ３ の項を 次の

よ う に改める 。  

 ⒀ 副課長以下の職員の欠勤に関する こ と 。  

 第３ 条の表部長共通専決事項の部中１ ３ の項を １ ５ の項と し 、 同部中１

２ の項を １ ４ の項と し 、 同部中１ １ の項の次に次の２ 項を 加え る 。  

 ⑿ 副部長、 参事、 課長、 副参事、 中央公民館長、 中央図書館長、 博物

館長、市立川越高等学校事務長及び教育セン タ ー所長並びに調整幹（ 以

下「 副部長等」 と いう 。） の病気休暇（ 病気休暇届に診断書の添付を 要

し な いも の及び病気休暇届に添付する 診断書の内容に応じ て 通院を 要

する も のに限る 。 以下「 通院等病気休暇」 と いう 。） に関する こ と 。  

 ⒀ 副部長等の特別休暇（ 条例第１ ４ 条第２ 項第３ 号、 第８ 号及び第１

１ 号に規定する も のを 除く 。） に関する こ と 。  

 第３ 条の表教育総務部長専決事項の部中２ の項を 次のよ う に改める 。  

 ⑵ 副課長以下の職員の病気休暇（ 通院等病気休暇を 除く 。） の承認に関

する こ と 。  

 第３ 条の表教育総務部長専決事項の 部中１ の項を 削り 、 同部中２ の項を

１ の項と し 、 同部中３ の項から ６ の項ま でを １ 項ずつ繰り 上げる 。  

 第３ 条の表課長共通専決事項の部７ の項中「 学童保育室の職員」 の次に

「（ 会計年度任用職員を 含む。 以下同じ 。）」 を 、 同部１ ０ の項中「 調整幹」

の次に 「 及び学童保育室の職員」 を 加え 、 同部中８ の項を 削り 、 同部中１

４ の項を １ ５ の項と し 、 同部中９ の項か ら １ ３ の項ま でを １ 項ずつ繰り 下

げ、 同部中７ の項の次に次の２ 項を 加え る 。  

 ⑻ 副課長以下の職員（ 調整幹及び学童保育室の職員を 除く 。） の病気休

暇（ 通院等病気休暇に限る 。） に関する こ と 。  

 ⑼ 副参事の特別休暇（ 条例第１ ４ 条第２ 項第８ 号及び第１ １ 号に規定
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する も のに限る 。） 並びに副課長以下の職員（ 調整幹及び学童保育室の

職員を 除く 。） の特別休暇（ 条例第１ ４ 条第２ 項第３ 号に規定する も の

を 除く 。） に関する こ と 。  

 第３ 条の表教育総務課長専決事項の 部中６ の項及び７ の項を 削り 、 同部

中８ の項を ６ の項と する 。  

 第３ 条の表学校給食課長専決事項の 部中５ の項を ６ の項と し 、 同部中４

の項の次に次の１ 項を 加え る 。  

 ⑸ 各給食セン タ ー所長の職務専念義務の免除に関する こ と 。  

 第３ 条の表教育財務課副参事専決事項の部中２ の項を ４ の項と し 、 同部

中１ の項の次に次の２ 項を 加え る 。  

 ⑵ 学童保育室の職員の病気休暇（ 通院等病気休暇に限る 。）に関する こ と 。 

 ⑶ 学童保育室の職員の特別休暇（ 条例第１ ４ 条第２ 項第３ 号に規定す

る も のを 除く 。） に関する こ と 。  

 第３ 条の表教育財務課副参事専決事項の部に次の１ 項を 加え る 。  

 ⑸ 学童保育室の職員の職務専念義務の免除に関する こ と 。  

 第３ 条第２ 項中「 理事」 の次に「（ 川越市教育委員会事務局組織規則（ 平

成１ ９ 年教育委員会規則第２ 号） 第５ 条第３ 項に規定する 理事を いう 。）」

を 加え る 。  

 （ 川越市立学校給食セン タ ー処務規程の一部改正）  

第４ 条 川越市立学校給食セン タ ー処務規程（ 平成１ ４ 年教育委員会規程

第１ 号） の一部を 次のよ う に改正する 。  

 第４ 条第５ 号中「 年次有給休暇、」 の次に「 病気休暇（ 病気休暇届に診断

書の添付を 要し な いも の及び病気休暇届に添付する 診断書の内容に応じ て

通院を 要する も のに限る 。）、」 を 加え 、「 第８ 号及び第１ １ 号に規定する 休

暇に限る 。） 及び欠勤」 を 「 第３ 号に規定する 休暇を 除く 。） 及び職務専念

義務の免除」 に改める 。  

   附 則 

 こ の規則は、 令和７ 年７ 月１ 日から 施行する 。  
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議案第１ ５ 号 

   川越市公民館処務規程等の一部を 改正する 規程新旧対照 

 

改     正     案 現           行 

  

  

（ 専決）  

第４ 条 館長は、 次に掲げる 事項を専決する こ と ができ る 。  

  館長共通専決事項 

   ⑴～⑸ 略 

   ⑹ 所属職員の病気休暇（ 病気休暇届に診断書の添付を要し ないも の及

び病気休暇届に添付する 診断書の内容に応じ て通院を要する も のに限

る 。 ） に関する こ と 。  

   ⑺ 所属職員の特別休暇（ 川越市職員の勤務時間、 休日及び休暇に関す

る 条例（ 平成７ 年条例第１ ７ 号） 第１ ４ 条第２ 項第３ 号に規定する 休

暇を除く 。 ） 及び職務専念義務の免除に関する こ と 。  

   ⑻ 略 

  中央公民館長専決事項  

   ⑴ 公民館が管理する 公文書の公開（ 審査請求があつた場合に川越市行

政不服審査会に諮問する こ と を除く 。 ） に関する こ と 。  

   ⑵ 公民館における 個人情報の保護（ 個人情報の開示及び訂正等に関す

る 決定のう ち、 重要又は異例なも のを除く 。 ） に関する こ と 。  

   ⑴ 川越市教育委員会事務局処務規程（ 平成元年教育委員会規程第２ 号）

第３ 条に規定する 課長共通専決事項に関する こ と 。  

   ⑵～⑶ 略 

  ２  略 

（ 専決）  

第４ 条 館長は、 次に掲げる 事項を専決する こ と ができ る 。  

  館長共通専決事項 

   ⑴～⑸ 略 

   ⑹ 所属職員の病気休暇（ 病気休暇届に診断書の添付を要し ないも の及

び病気休暇届に添付する 診断書の内容に応じ て通院を要する も のに限

る 。 ） に関する こ と 。  

   ⑹ 所属職員の特別休暇（ 川越市職員の勤務時間、 休日及び休暇に関す

る 条例（ 平成７ 年条例第１ ７ 号） 第１ ４ 条第２ 項第８ 号及び第１ １ 号

に規定する 休暇に限る 。 ） 及び欠勤 に関する こ と 。  

   ⑺ 略 

  中央公民館長専決事項  

   ⑴ 公民館が管理する 公文書の公開（ 審査請求があつた場合に川越市行

政不服審査会に諮問する こ と を除く 。 ） に関する こ と 。  

   ⑵ 公民館における 個人情報の保護（ 個人情報の開示及び訂正等に関す

る 決定のう ち、 重要又は異例なも のを除く 。 ） に関する こ と 。  

   ⑴ 川越市教育委員会事務局処務規程（ 平成元年教育委員会規程第２ 号

） 第３ 条に規定する 課長共通専決事項に関する こ と 。  

   ⑶～⑷ 略 

  ２  略 

  

  

（ 専決）  

 第４ 条 １ 及び２  略 

  ３  川越市立図書館長（ 川越市立中央図書館長を除く 。 ） は次に掲げる 事

項を専決する こ と ができ る 。  

（ 専決）  

 第４ 条 １ 及び２  略 

  ３  川越市立図書館長（ 川越市立中央図書館長を除く 。 ） は次に掲げる 事

項を専決する こ と ができ る 。  
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   ⑴～⑷ 略 

   ⑸ 所属職員の年次有給休暇、 病気休暇（ 病気休暇届に診断書の添付を

要し ないも の及び病気休暇届に添付する 診断書の内容に応じ て通院を

要する も のに限る 。 ） 、 特別休暇（ 川越市職員の勤務時間、 休日及び

休暇に関する 条例（ 平成７ 年条例第１ ７ 号） 第１ ４ 条第２ 項第３ 号に

規定する 休暇を除く 。 ） 及び職務専念義務の免除に関する こ と 。  

   ⑹ 略 

   ⑴～⑷ 略 

   ⑸ 所属職員の年次有給休暇、 病気休暇（ 病気休暇届に診断書の添付を

要し ないも の及び病気休暇届に添付する 診断書の内容に応じ て通院を

要する も のに限る 。 ） び特別休暇（ 川越市職員の勤務時間、 休日及び

休暇に関する 条例（ 平成７ 年条例第１ ７ 号） 第１ ４ 条第２ 項第８ 号及

び第１ １ 号に規定する 休暇に限る 。 ） 及び欠勤 に関する こ と 。  

   ⑹ 略 

  

  

（ 専決）  

 第３ 条 部長、 課長、 副参事及び副課長（ こ れに相当する職にある 者を含む。 以

下同じ 。 ） は、 次に掲げる 事項を専決する こ と ができ る 。  

  部長共通専決事項 

   ⑴～⑻ 略 

   ⑼ 部長、 副部長、 参事、 課長、 中央公民館長、 中央図書館長、 博物館

長、 市立川越高等学校事務長及び教育センタ ー所長並びに調整幹（ 以

下「 部長等」 と いう 。 ） の３ 日以内並びに副参事、 副課長以下の職員

（ 各公民館（ 中央公民館、 南公民館、 北公民館、 高階南公民館、 大東

南公民館、 霞ケ関西公民館、 伊勢原公民館に限る 。 ） 、 各図書館、 博

物館、 各給食センタ ー、 市立川越高等学校（ 教諭を除く 。 ） 及び教育

センタ ーに属する 職員を含む。 以下こ の部及び次部において同じ 。 ）

及び附属機関の委員等以外の非常勤特別職職員の４ 日以上の旅行命令

に関する こ と 。  

   ⑽及び⑾ 略 

   ⑿ 副部長、 参事、 課長、 副参事、 中央公民館長、 中央図書館長、 博物

館長、 市立川越高等学校事務長及び教育センタ ー所長並びに調整幹（

以下「 副部長等」 と いう 。 ） の病気休暇（ 病気休暇届に診断書の添付

を要し ないも の及び病気休暇届に添付する 診断書の内容に応じ て通院

を要する も のに限る 。 以下「 通院等病気休暇」 と いう 。 ） に関する こ

と 。  

   ⒀ 副部長等の特別休暇（ 条例第１ ４ 条第２ 項第３ 号、 第８ 号及び第１

１ 号に規定する も のを除く 。 ） に関する こ と 。  

   ⒁ 略 

（ 専決）  

 第３ 条 部長、 課長、 副参事及び副課長（ こ れに相当する 職にある者を含む。 以

下同じ 。 ） は、 次に掲げる 事項を専決する こ と ができ る 。  

  部長共通専決事項 

   ⑴～⑻ 略 

   ⑼ 部長、 副部長、 参事、 課長、 中央公民館長、 中央図書館長、 博物館

長、 市立川越高等学校事務長及び教育センタ ー所長並びに調整幹（ 以

下「 部長等」 と いう 。 ） の３ 日以内並びに副参事、 副課長以下の職員

（ 各公民館（ 中央公民館、 南公民館、 北公民館、 高階南公民館、 大東

南公民館、 霞ケ関西公民館、 伊勢原公民館に限る 。 ） 、 各図書館、 博

物館、 市立川越高等学校（ 教諭を除く 。 ） 、 各給食センタ ー及び教育

センタ ーに属する 職員を含む。 以下こ の部及び次部において同じ 。 ）

及び附属機関の委員等以外の非常勤特別職職員の４ 日以上の旅行命令

に関する こ と 。  

   ⑽及び⑾ 略 

   ⑿ 副部長、 参事、 課長、 副参事、 中央公民館長、 中央図書館長、 博物

館長、 市立川越高等学校事務長及び教育センタ ー所長並びに調整幹（

以下、 「 副部長等」 と いう 。 ） の病気休暇（ 病気休暇届に診断書の添

付を要し ないも の及び病気休暇届に添付する 診断書の内容に応じ て通

院を要する も のに限る 。 以下「 通院等病気休暇」 と いう 。 ） に関する

こ と 。  

   ⒀ 副部長等の特別休暇（ 条例第１ ４ 条第２ 項第３ 号、 第８ 号及び第１

１ 号に規定する も のを除く 。 ） に関する こ と 。  

   ⑿ 略 
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   ⒂ 副課長以下の職員の欠勤に関する こ と 。  

 

 

 

 

  教育総務部長専決事項 

   ⑴ 理事等並びに調整幹の１ 月未満の特別休暇（ 条例第１ ４ 条第２ 項第

３ 号、 第８ 号及び第１ １ 号に規定する も のを除く 。 ） 並びに副参事及

び副課長以下の職員（ 調整幹を除く 。 ） の特別休暇（ 条例第１ ４ 条第

２ 項第１ ４ 号、 第１ ５ 号及び第２ １ 号に規定する も のに限る 。 ） の承

認に関する こ と 。  

   ⑴ 副課長以下の職員の病気休暇（ 通院等病気休暇を除く 。 ） の承認に

関する こ と 。  

   ⑵～⑸ 略 

  学校教育部長専決事項 略 

  課長共通専決事項 

   ⑴～⑹ 略 

   ⑺ 副参事及び副課長以下の職員（ 調整幹並びに副課長共通専決事項の

部⑴の項に規定する 職員及び学童保育室の職員（ 会計年度任用職員を

含む。 以下同じ 。 ） を除く 。 ） の年次有給休暇に関する こ と 。  

   ⑻ 副課長以下の職員（ 調整幹及び学童保育室の職員を除く 。 ） の病気

休暇（ 通院等病気休暇に限る 。 ） に関する こ と 。  

   ⑼ 副参事の特別休暇（ 条例第１ ４ 条第２ 項第８ 号及び第１ １ 号に規定

する も のに限る 。 ） 並びに副課長以下の職員（ 調整幹及び学童保育室

の職員を除く 。 ） の特別休暇（ 条例第１ ４ 条第２ 項第３ 号に規定する

も のを除く 。 ） に関する こ と 。  

   ⑻ 副参事及び副課長以下の職員（ 調整幹を除く 。 ） の特別休暇（ 条例

第１ ４ 条第２ 項第８ 号及び第１ １ 号に規定する も のに限る 。 ） 及び欠

勤に関する こ と 。  

   ⑽ 略 

   ⑾ 副参事及び副課長以下の職員（ 調整幹及び学童保育室の職員を除く 。 ）

の職務専念義務の免除に関する こ と 。  

   ⑿～⒂ 略 

  教育総務課長専決事項 

   ⒀ 理事（ 川越市教育委員会事務局組織規則（ 平成１ ９ 年教育委員会規

則第２ 号） 第５ 条第３ 項に規定する 理事をいう 。 以下同じ 。 ） 、 副部

長、 参事、 課長、 中央公民館長、 中央図書館長、 博物館長、 市立川越

高等学校事務長及び教育センタ ー所長（ 以下「 理事等」 と いう 。 ） 並

びに調整幹の欠勤に関する こ と 。  

  教育総務部長専決事項 

   ⑴ 理事等並びに調整幹の１ 月未満の特別休暇（ 条例第１ ４ 条第２ 項第

３ 号、 第８ 号及び第１ １ 号に規定する も のを除く 。 ） 並びに副参事及

び副課長以下の職員（ 調整幹を除く 。 ） の特別休暇（ 条例第１ ４ 条第

２ 項第１ ４ 号、 第１ ５ 号及び第２ １ 号に規定する も のに限る 。 ） の承

認に関する こ と 。  

   ⑵ 理事等の１ 月未満並びに副参事及び副課長以下の職員の２ 日を超え

る も の並びに調整幹の病気休暇の承認に関する こ と 。  

   ⑶～⑹ 略 

  学校教育部長専決事項 略 

  課長共通専決事項 

   ⑴～⑹ 略 

   ⑺ 副参事及び副課長以下の職員（ 調整幹並びに副課長共通専決事項の

部⑴の項に規定する 職員及び学童保育室の職員（ 会計年度任用職員を

含む。 以下同じ 。 ） を除く 。 ） の年次有給休暇に関する こ と 。  

   ⑻ 副課長以下の職員（ 調整幹及び学童保育室の職員を除く 。 ） の病気

休暇（ 通院等病気休暇に限る 。 ） に関する こ と 。  

   ⑼ 副参事の特別休暇（ 条例第１ ４ 条第２ 項第８ 号及び第１ １ 号に規定

する も のに限る 。 ） 並びに副課長以下の職員（ 調整幹及び学童保育室

の職員を除く 。 ） の特別休暇（ 条例第１ ４ 条第２ 項第３ 号に規定する

も のを除く 。 ） に関する こ と 。  

   ⑻ 副参事及び副課長以下の職員（ 調整幹を除く 。 ） の特別休暇（ 条例

第１ ４ 条第２ 項第８ 号及び第１ １ 号に規定する も のに限る 。 ） 及び欠

勤に関する こ と 。  

   ⑼ 略 

   ⑽ 副参事及び副課長以下の職員（ 調整幹          を除く 。 ）

の職務専念義務の免除に関する こ と 。  

   ⑾～⒁ 略 

  教育総務課長専決事項 
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   ⑴～⑸ 略 

   ⑹ 副参事及び副課長以下の職員（ 調整幹を除く 。 ） の特別休暇（ 条例

第１ ４ 条第２ 項第３ 号、 第８ 号、 第１ １ 号、 第１ ４ 号、 第１ ５ 号及び

第２ ２ 号に規定する も のを除く 。 ） の承認に関する こ と 。  

   ⑺ 副参事及び副課長以下の職員（ 調整幹を除く 。 ） の２ 日以内の病気

休暇の承認に関する こ と 。  

   ⑹ 略 

  教育財務課長専決事項～教育指導課長専決事項 略 

  学校給食課長専決事項 

   ⑴～⑷ 略 

   ⑸ 各給食センタ ー所長の職務専念義務の免除に関する こ と 。  

   ⑹ 略 

  教育財務課副参事専決事項 

   ⑴ 略 

   ⑵ 学童保育室の職員の病気休暇（ 通院等病気休暇に限る 。 ） に関する

こ と 。  

   ⑶ 学童保育室の職員の特別休暇（ 条例第１ ４ 条第２ 項第３ 号に規定する

も のを除く 。 ） に関するこ と 。  

   ⑷ 略 

   ⑸ 学童保育室の職員の職務専念義務の免除に関する こ と 。  

  副課長共通専決事項 略 

  ２  理事（ 川越市教育委員会事務局組織規則（ 平成１ ９ 年教育委員会規則

第２ 号） 第５ 条第３ 項に規定する 理事をいう 。 ） は、 自ら に係る ３ 日以

内の旅行命令、 年次有給休暇、 条例第１ ４ 条第２ 項第８ 号及び第１ １ 号

に規定する 特別休暇並びに職務専念義務の免除に関する 事項について専

決する こ と ができ る 。  

  ３  略 

   ⑴～⑸ 略 

   ⑹ 副参事及び副課長以下の職員（ 調整幹を 除く 。 ） の特別休暇（ 条

例第１ ４ 条第２ 項第３ 号、 第８ 号、 第１ １ 号、 第１ ４ 号、 第１ ５ 号及

び第２ ２ 号に規定する も のを除く 。 ） の承認に関する こ と 。  

   ⑺ 副参事及び副課長以下の職員（ 調整幹を除く 。 ） の２ 日以内の病気

休暇の承認に関する こ と 。  

   ⑻ 略 

  教育財務課長専決事項～教育指導課長専決事項 略 

  学校給食課長専決事項 

   ⑴～⑷ 略 

   ⑸ 各給食センタ ー所長の職務専念義務の免除に関する こ と 。  

   ⑸ 略 

  教育財務課副参事専決事項 

   ⑴ 略 

   ⑵ 学童保育室の職員の病気休暇（ 通院等病気休暇に限る 。 ） に関する

こ と 。  

   ⑶ 学童保育室の職員の特別休暇（ 条例第１ ４ 条第２ 項第３ 号に規定する

も のを除く 。 ） に関するこ と 。  

   ⑵ 略 

   ⑸ 学童保育室の職員の職務専念義務の免除に関する こ と 。  

  副課長共通専決事項 略 

  ２  理事（ 川越市教育委員会事務局組織規則（ 平成１ ９ 年教育委員会規則

第２ 号） 第５ 条第３ 項に規定する 理事をいう 。 ） は、 自ら に係る ３ 日以

内の旅行命令、 年次有給休暇、 条例第１ ４ 条第２ 項第８ 号及び第１ １ 号

に規定する 特別休暇並びに職務専念義務の免除に関する 事項について専

決する こ と ができ る 。  

  ３  略 

  

  

 （ 専決）  

第４ 条 所長は、 次に掲げる 事項を専決する こ と ができ る 。  

   ⑴～⑷ 略 

   ⑸ 所属職員の年次有給休暇、 病気休暇（ 病気休暇届に診断書の添付を

 （ 専決）  

第４ 条 所長は、 次に掲げる 事項を専決する こ と ができ る 。  

   ⑴～⑷ 略 

   ⑸ 所属職員の年次有給休暇、 病気休暇（ 病気休暇届に診断書の添付を
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要し ないも の及び病気休暇届に添付する 診断書の内容に応じ て通院を

要する も のに限る 。 ） 、 特別休暇（ 川越市職員の勤務時間、 休日及び

休暇に関する 条例（ 平成７ 年条例第１ ７ 号） 第１ ４ 条第２ 項第３ 号に

規定する 休暇を除く 。 ） 及び職務専念義務の免除に関する こ と 。  

   ⑹及び⑺ 略 

要し ないも の及び病気休暇届に添付する 診断書の内容に応じ て通院を

要する も に限る 。 ） 及び特別休暇（ 川越市職員の勤務時間、 休日及び

休暇に関する 条例（ 平成７ 年条例第１ ７ 号） 第１ ４ 条第２ 項第８ 号及

び第１ １ 号に規定する 休暇に限る 。 ） 及び欠勤 に関する こ と 。  

   ⑹及び⑺ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

議案１６号  

 

 

 

教育委員会の決裁権限 を 教育長が臨時

に代理したことの承認 を 求めることに

ついて  

 

 

 

 

 

 

（市立川越高等学校）  
 

 

 



川越市立川越高等学校体育館空調設備等整備工事請負契約につ 

いて 

                      

次のとおり工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求

める。 

                  

令和７年６月３日提出 

 

                 川越市長 森 田 初 恵    

 

１ 契 約 の 目 的  川越市立川越高等学校体育館空調設備等整備工事 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額  １９８，０４８，４００円 

４ 契約の相手方  川越市仙波町一丁目１０番地５ 

           有限会社ユーコー 

            代表取締役 遊 佐 昭 則 

５ 工 期  本契約締結の日から令和８年２月２７日まで 

 

 

提 案 理 由 

川越市立川越高等学校体育館空調設備等整備工事入札の結果、このよう

に措置する必要がある。 

1



参考資料 

 

工   事   概   要 

 

１ 工 事 名  川越市立川越高等学校体育館空調設備等整備工事 

２ 工 事 場 所  川越市旭町二丁目３番地７ 

３ 工 事 内 容  ⑴ 機械設備工事一式 

          ⑵ 電気設備工事一式 

          ⑶ 建築工事一式 

４ 工 期  本契約締結の日から令和８年２月２７日まで 
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入  札  結  果  表 

 

１ 工 事 名 川越市立川越高等学校体育館空調設備等整備工事 

２ 工 事 場 所 川越市旭町二丁目３番地７ 

３ 落札者決定日 令和７年５月１３日 

４ 工    期 本契約締結の日から令和８年２月２７日まで 

 

№ 業   者   名 
入札額（単位円） 

第１回目 第２回目 第３回目 摘 要 

１ 埼玉設備工業株式会社 辞 退    

２ 川越設備株式会社 辞 退    

３ 昭和工業株式会社 180,044,000    

４ 株式会社牛村水道工業 180,044,000    

５ 日開設備工業株式会社 180,044,000    

６ 株式会社三希設備 180,044,000    

７ 
株式会社ファーストプロジ

ェクト 
180,044,000    

８ 有限会社ユーコー 180,044,000   落 札 

付 
 
記 

契約の金額 １９８，０４８，４００円（消費税及び地方消費税を含む。） 
６業者による一般競争入札の結果落札 

昭和工業株式会社、株式会社牛村水道工業、日開設備工業株式会社、株式会社三希 
設備、株式会社ファーストプロジェクト及び有限会社ユーコーの入札額が同額であっ 
たため、落札候補者を電子くじにより決定 

 

 

参考 設 計 金 額 ２１５，２７０，０００円 
 消費税及び地方消費税を含む。  予 定 価 格 ２１５，２７０，０００円 

 最 低 制 限 価 格 １９８，０４８，４００円 
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議案第１７号  

 

 

 

川越市立小中学校適正規模・適正配置審

議会委員を委嘱することについて  

 

 

 

 

 

 

 

（学校管理課）  
 

（非公開）



 

議 案 第 １ ８ 号  

 

 

 

川 越 市 幼 児 教 育 振 興 審 議 会 委 員 を  

委 嘱 す る こ と に つ い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 教 育 指 導 課 ）  

（非公開）



 

報告事項⑴  

 

 

 

川越市教育委員会の活 動 の点検評価懇

話会委員の選任について  

 

 

 

 

 

 

 

（教育総務課）  
 

 

 



  川越市教育委員会の活動の点検評価懇話会委員の選任に 

ついて 

 

委員 

 

フリガナ 

氏 名 
性別 主 な 役 職 等 

大
オオ

 澤
サワ

 雅
マサ

 人
ヒト

 男 川 越 市 Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会 

近
コン

 藤
ドウ

   誠
マコト

 男 元 川 越 市 立 中 学 校 長  

佐
サ

 久
ク

 間
マ

 佳
ヨシ

 枝
エ

 女 元 川 越 市 教 育 委 員  

眞
マ

 下
シタ

 英
エイ

 二
ジ

 男 尚 美 学 園 大 学  教 授  

※氏名五十音順 

 

１ 任期 

 

   選任の日から選任した年度の末日まで 

 

 

２ 根拠 

 

川越市教育委員会の活動の点検評価懇話会要綱 

 

第２条 懇話会は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、

４人以内を委員として開催する。 

 

 

1



 

 

 点検・評価スケジュール 

 
１ 進行管理（点検・評価）シート（原案）の作成 

  ４月以降各所属において、教育委員会の点検・評価と第三次川越市教育振興基本

計画の進行管理を一体的に実施し、その結果に基づき、進行管理（点検・評価）シ

ート原案を作成。 

 
２ 知見者の選任 

  教育委員会定例会において、学識経験者の選任について報告。 

  
３ 知見の活用 

  ７月初旬から中旬にかけ、教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価及び第

三次川越市教育振興基本計画の進行管理を行うにあたり、教育に関し学識経験を有

する者の知見の活用を図るため、意見をいただく。 

  ２回程度の会合を予定。 

 
４ 報告書のまとめ（議案） 

  ８月の教育委員会会議において、点検・評価結果について審議いただく。 

 
５ 議会への報告 

  ９月議会に報告書を提出する。 

 
６ 公表 

  市ホームページに報告書全文を掲載する。 

  １０月発行の広報川越に「お知らせ」を掲載する。 
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川越市教育委員会の活動の点検評価懇話会要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規

定による教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価並びに教育基本法第

１７条第２項に基づき策定した川越市教育振興基本計画の進行管理を行うに

あたり、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることを目的に意

見を聴くため、川越市教育委員会の活動の点検評価懇話会（以下「懇話会」

という。）を開催することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（参加者） 

第２条 懇話会は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、４人以内を委

員として開催する。 

２ 前項の委員を依頼する期間は、依頼した年度の末日とし、この期間は更新

することができるものとする。 

 （庶務） 

第３条 懇話会の庶務は、教育総務部教育総務課において処理する。 

 （その他） 

第４条 この要綱に定めるもののほか、懇話会に関し必要な事項は、別に定め

る。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、決裁のあった日から施行する。 

（平成２７年６月１日 教育長決裁） 

附 則 

 この要綱は、決裁のあった日から施行する。 

（平成３０年５月２８日 教育長決裁） 
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報 告 事 項 ⑵  

 

 

 

第 二 次 川 越 市 学 校 教 育 情 報 化 推 進 計 画

の 総 括 に つ い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 教 育 指 導 課 ）  
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「 第三次川越市学校教育情報化推進計画」 策定について 

 

１  学校教育情報化推進計画について 

 （ １ ） 計画の目的 

    本計画は、教育振興基本計画の基本理念である「 生き る 力を育み未来を拓く 川越市

の教育」 の実現に資する こ と を目的と し ている 。  

子ども たちがこ れから の未来を拓いて生き ていく には、 答えのない課 

題であっても 、 主体的に捉え、 他者と 知識や考え方を共有し 、 議論する こ  

と で、 最適である と 考えら れる 答えを導き 出すこ と のでき る 等の情報活用 

能力が必要である と 言われている 。  

子ども たちの情報活用能力育成にあたっては、 学校における デジタ ル 学習基盤の

整備や維持・ 管理を計画的に実施する ため、 学校教育情報化推進計画を策定する 。  

 

（ ２ ） 計画の位置づけ 

    学校教育情報化推進計画は、「 学校教育の情報化の推進に関する 法律」  

において、 地方公共団体での計画策定が規定さ れている 。  

ま た、 市長部局の「 川越市行政デジタ ル化推進プラ ン」 と 整合を図る 。   

 

（ ３ ）  本市の計画策定の状況 

本市では、 学校教育情報化推進計画と し て、 現在、 次の計画を策定、  

運用し ている 。  

① 計画名称 

川越市学校教育情報化推進計画 

     ② 計画期間 

令和４ 年度～令和７ 年度 

     ③ 計画の主な内容 

       教育を 取り 巻く 社会情勢の変化に応じ 本市における 学校教育の情報化を計

画的に推進する こ と を趣旨と し て策定し ている 。 具体的には、「 ICT を活用し

た児童生徒の資質・ 能力の育成」「 教職員の ICT 活用・ 指導力の向上」「 ICT 推

進体制の整備と 校務の改善」「 ICT を活用する ための環境の整備」 について記

載し ている 。  

 

２  第三次川越市学校教育情報化推進計画の策定ス ケジュ ールについて 

時期 会議体 到達目標 

８ 月上旬 第１ 回担当者会議 章立ての確定・ 第 1 章案作成 

8 月上旬 第 1 回情報化推進会議 章立ての確定・ 第 1 章案決定 

8 月下旬 第 2 回担当者会議 第 2 章案作成 

1 0 月上旬 第 2 回情報化推進会議 第 2 章案の決定 

1 0 月 1 0 月定例教育委員会 計画策定の進行状況報告 

1 1 月上旬 第 3 回担当者会議 教育委員会の意見反映・ 計画修正 

1 1 月中旬 第 3 回情報化推進会議 計画完成 

1 2 月 1 2 月定例教育委員会 計画案議決 

1 月 部長会議 計画案了承 

1 ～2 月 市長決裁 計画策定 

※計画策定ス ケジュ ールについては、 国の動向を受け変更する 場合も 想定さ れる 。  



 

報告事項 (3)  

 

 

 

川 越 市 立特 別 支 援 学 校 の令 和 ８ 年 度 生

徒募集について  

 

 

 

 

 

 

 

（教育センター）  
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令和８年度川越市立特別支援学校生徒募集要項 
 
１ 本校の教育および求める生徒像 

本校は、学校教育目標『ひとりだちする生徒』を踏まえ、知的障害のある高等部の生徒を対
象として、高等学校に準ずる教育を施し、併せて知的障害に基づく種々の困難を克服するため、
個性の伸長と円滑な人格形成を目指し、将来社会自立を達成するための能力を養うための特色
ある教育を推進しています。 
この特色をよく理解し、次の各項目に該当する生徒の入学を求めています。 

 

(1)自分の健康管理ができ、毎日休まず登校し学習等に取り組める生徒 
(2)ルールやマナーを守り、周囲と協力して行動する生徒 
(3)自分の障害や特性を理解・受容し、さらに自己を伸ばしたいという意欲のある生徒 
(4)卒業後の就労を目指し、体験学習をはじめ学校生活に主体的に取り組める生徒 

 
２ 募集人員 
    高等部 第１学年生徒 １６名 
 
３ 応募資格 
 (1) 令和８年３月中学校の特別支援学級卒業予定者、又は卒業した者及びこれに準ずる者 
 (2) 知的障害がある者（療育手帳を取得できる程度の者） 
 (3) 身辺自立、集団生活、単独通学が可能な者 
 (4) 本校教育課程実施に関わって、常時運動制限・活動制限の著しくない者 
 
４ 通学区域 
    川越市内全域とする。ただし、埼玉県内他市町村からの入学を許可することができる。 
 
５ 願書等応募書類 
  (1) 所定の入学願書（保護者が記入） 
 (2) 所定の調査書（中学校が記入し、中学校が郵送又は持参、もしくは保護者が持参） 
 (3) 所定の生徒調査書（保護者が記入） 
  (4) 療育手帳の写し（療育手帳の写しを提出できない場合は知的障害である旨の医師の診断書の写し ）       
 
６ 募集要項・願書等応募書類の配付 
 (1) 募集要項の配付期間 令和７年 ６月１９日（木）～ 令和７年１１月２６日（水） 
   願書等の配付    令和７年１０月 ３日（金）～ 令和７年１１月２６日（水） 
    ※土・日・祝日及び１１月１４日（金）県民の日・ １１月２５日（火）を除く 
                            いずれも 午前９時～正午 及び 午後１時～午後４時 
 (2) 場   所  川越市立特別支援学校 
  (3) 配付方法  保護者に直接配付 
 
７ 願書等応募書類の受付 
  (1) 受付日時  令和７年１１月２７日（木） 午前９時～正午 及び 午後１時～午後４時 

     １１月２８日（金） 午前９時～正午 及び 午後１時～午後４時 
 (2) 場  所    川越市立特別支援学校  
  (3) 受付方法  保護者が直接持参 
(4) 備 考   入学許可候補者となった場合、川越市立特別支援学校に入学すること     

を前提として願書を提出してください。 
 
８ 志願取消し 
    志願取消しを希望する者は、中学校長等を経て「志願取消届」及び受検票をすみやかに本校
に提出してください。 

 
９ 入学選考 
  (1) 期  日   令和８年１月１３日（火） 
  (2) 時  間   受付：午前８時３０分～午前８時５０分 
           選考：午前９時００分～午後３時３０分の予定 
  (3) 選考試検内容  作業適性検査、運動適性検査、コミュニケーション適性検査、集団 
           行動適性検査、更衣観察 
          ※入学選考当日保護者面接を行い、受検生の様子等を伺います。 
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10 入学許可候補者の発表等 
  (1) 入学許可候補者の発表 
  ①日 時  令和８年１月１６日（金） 午前９時から午後４時まで 
  ②場 所   川越市立特別支援学校玄関前及びホームページ 
  ③方 法   受検番号を掲示 
  (2) 手続き  
  ①入学許可候補者は、令和８年１月１６日（金）午前９時から午後４時までに受検票を持参

し、必要な書類を受けとること。 
  ②入学許可候補者は、令和８年１月２１日（水）午前９時から正午までに「入学届」を提出  

する。この期間内に「入学届」の提出がない者は、入学許可候補者を辞退したものとする。 
  ③発表後、選考結果通知書を出身中学校長あてに通知する。 
 
11 その他 
  (1) 入学選考料不要 
  (2) 授業料不要 
  (3) 特別支援教育就学奨励費制度あり 
  (4) 初年度当初諸経費 ２５，０００円程度（※入学式当日に受領します)。 

              （内訳）教育奨励費、進路指導費、学年費、教材費、教科書代 等 
  (5) 初年度必要経費  制服代、体育着代、作業着代等 ６０，０００円程度 
  (6) 毎月の集金    修学旅行積み立て    月額 約３，０００円程度 
                       宿泊学習積み立て    月額 約２，０００円程度 
                       給食費         月額  ５，２５０円（参考：令和７年度） 
                 ※学年や集金月によって金額は異なります。給食費は口座振替になります。 
  (7) 次年度以降の経費（２、３年）２７，５００円程度 
  (8) 本校への交通機関 
      本校は駐車場がありません。公共交通機関をご利用ください。 
      東武東上線・ＪＲ川越線川越駅下車 西武新宿線本川越駅下車 
      東武バス系統番号 川越 01・川越 02・川越 03・川越 04・川越 09・若 02・東坂 02 
      で「札の辻」下車 徒歩７分 

 
  (9) 入学選考等の問い合わせ 
      川越市立特別支援学校    担当：教頭 髙橋 健 
                 電話 ０４９－２２２－２７５３ 
                 FAX ０４９－２２９－１２３１ 
 

第２避難所 



 

協議事項⑴  

 

 

 

第四次川越市教育振興基本計画（案）に

ついて  

 

 

 

 

 

 

（教育総務課）  
 

 

 

（非公開）


